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これまでに、ASEAN諸国から240名以上がASEAN日本社会保障ハイレベル会合に参加し、活発な議論が行われているほか、会合へ
の参加をきっかけとして、保健分野と福祉分野という異なる分野間における協力の強化に向けた取り組みがASEAN諸国で活発になっ
てきているなど、着実に成果をあげてきています。国際協力室では、引き続き積極的にASEAN日本社会保障ハイレベル会合を実施し、
社会保障分野におけるASEAN諸国と日本の緊密な関係をさらに発展させることを目指しています。

保健行政と労働安全衛生行政の両者を所管する厚生労働省の特徴を活かし、産業保健が課題とされているベトナムにおいて、現地政府及
び ILO・WHOの効果的な連携により、疾病の減少・労働安全衛生水準の向上・保健分野人材育成等を通じて、ASEAN地域全体の産業
保健推進体制の構築を支援しています。

【写真；2009（平成21）年第7回会合 グループディスカッション】

保健・医療 ／ 働く環境の向上

★国際労働機関（ＩＬＯ）-世界保健機関（ＷＨＯ）協働によるASEAN地域の健康確保対策事業★ 
（2008（平成20）年度～2010（平成22）年度）

効果的な産業保健推進体制構築 

ILO/WHOの連携モデルケース確立 

 ＩＬＯ/  

作業環境改善、作業方法改
善など（一次予防） 

・国家労働安全衛生計画 
　の策定 

・中小企業対策（労働者 
　参加型） 

・企業内安全衛生委員会 
　の確立等 

 WＨＯ/  

健康診断、治療など 

　　　　　（二次予防） 

・基本的労働衛生サービス 
　の確立 

・アスベスト対策 

方法改

計画

WＨＯ/

健康診断、治

　　　　　（

・基本的労働

ILO WHO 

事業の 
総合調整 

合同プロジェクト 
運営委員会 

 

ASEAN諸国への普及
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ＷＨＯとは

ＩＬＯとは

働く環境の向上 ／ 雇用支援 ／ 人材育成

　人は、労働しなければ、衣食住を得ることはできません。しかし、労働は商品ではありません。
　厚生労働省は、「働く環境の向上」、「雇用支援」、「人材育成」の各分野について、主にアジア諸国を対象に国際協力事業を実施してきまし
た。以下では、主に国際労働機関（ＩＬＯ）に資金を拠出して実施された事業をご紹介します。

　我が国は、ILO設立当初からの加盟国であり、社会正義の実現のためのILOの長きにわたる諸活動に一貫して協力してきたところです。
　「マルチ・バイ方式による技術協力」とは、援助国（日本）が技術協力の内容を定めた上で、資金を拠出し、技術協力事業の詳細企画及び
実施を ILOが行う協力の形式をいいます。1974（昭和49）年に「婦人労働行政アジア地域会議」に拠出して以降、36年間にわたりアジ
ア・太平洋諸国を対象として継続的に拠出しているところです。

○　マルチ・バイ方式による技術協力

１．ＡＳＥＡＮ地域における環境整備事業
ＡＳＥＡＮ地域において、健全な労使関係の構築による労働者保護に関する意識高揚の
推進を図る事業です。２００９（平成２１）年度は、２月にマレーシアにおいて地域セミ
ナーを開催し、参集したＡＳＥＡＮ各国代表がそれぞれ労使関係の好事例を発表し、議論
を行いました。セミナーの結果を各国が持ち帰り、ＡＳＥＡＮ地域における健全な労使関
係の構築に向けて活用されることが期待されるところです。

２．南アジアにおける若年者等の雇用機会確保・安定化事業
スリランカは独特な若年者雇用問題に直面しており、特に、茶葉やゴムの生
産地域では深刻です。プランテーションで働く若年者の多くは少数民族であ
るタミール族であり、言葉の問題、限られた教育機会、居住地などの理由か
ら、雇用の選択肢が限られています。本事業は、スリランカにおいて、若年者
雇用に関する普及啓発活動、就職のための基礎学力修得、モデル雇用対策等
を実施する事業です。

３．ＡＳＥＡＮ地域の移民労働対策事業
東南アジアでは、仕事を求め国境を超える人々が数
十年にわたり存在してきましたが、最近は、非公式経
路での移民が増加しています。適切な書類を持たな
いこれらの移民は、法的保護を受けられず、使用者
の搾取を受けやすい状況にあります。本事業は、ＡＳ
ＥＡＮ地域において、無秩序な労働者移動による労
働市場への混乱の防止や、我が国への不法移民流
入圧力を軽減するために、送出国における起業支
援、受入国における移民労働者の権利啓発等を実施
する事業です。

○　2009（平成21）年度実施中の事業の概要

援助国（日本）
【援助内容の決定、資
金拠出、事業の監視・

評価】

資金拠出
事業評価

事業申請
結果報告

協力実施
ＩＬＯ

【事業の詳細企画、
実施】

受益国
（ASEAN諸国など）

４．地球環境の問題に配慮した雇用戦略支援事業
ＡＳＥＡＮ等で行われている環境に配慮した産業構造への移行に伴う構造的・摩擦
的失業等に対応するため、一定の工業化を果たしている国に対して、地球環境の問題
に配慮した雇用を促進するための支援を実施する事業です。２００９（平成２１）年度
からの実施となっており、２０１０（平成２２）年２月に、パイロット・プロジェクト実施
対象国であるタイ、フィリピンの代表にも来日いただき、事業内容の詳細を協議する
ための専門家会合を開催しました。本会合では、日本の企業での業務改善制度等によ
る従業員の自主的な取組や労働組合による環境への意識啓発など、日本の好事例を
発表し、活発な議論が交わされました。
日本の経験と知見を活用した、各国での取組が期待されます。

専門家会合閉会式には、細川厚生労働副大
臣、南雲連合事務局長、川本日本経団連常務
理事、山本 ILO アジア・太平洋地域総局長
にもご参集いただきました。


